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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

関 係 案 件 議案第１００号 

提  出  課 道路課 

 

歳出科目（Ｐ20～Ｐ23） 8 款 2 項 2目 道路維持費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

道路維持費 1,452,799 28,837 1,481,636 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

一般財源           28,837  工事請負費         28,837  

 

○道路維持修繕・委託業務 28,837 

【補正理由】 

市道の維持修繕費について、昨冬に舗装の損傷等が多数発生したことにより不足が見込

まれることから、所要額を増額するもの 

 

【補正内容】 

区 分 補正前 補正額 補正後 

工事請負費 1,069,980 28,837 1,098,817 

 市内一円道路修繕工事 276,209 28,837 305,046 

 

【実施内容】 

地 区 工事名 補正額 工事内容 

合併前 

上越市 
道路舗装修繕工事ほか 28,837 市道の舗装修繕、側溝修繕等 
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歳出科目（Ｐ22～Ｐ23） 8 款 2 項 5目 除雪費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

除雪費 3,099,270 48,000 3,147,270 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

一般財源           48,000  需用費             48,000 

 

 

 

○市道除排雪事業 48,000 

【補正理由】 

除雪機械の修繕料等が増嵩し、今冬に向けて不足が見込まれることから、所要額を増額

するもの 

 

【補正内容】 

区 分 補正前 補正額 補正後 

需用費 241,097 48,000 289,097 

 消耗品費 40,128 12,000 52,128 

 備品修繕料 198,099 36,000 234,099 
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提  出  課 建築住宅課 

 

歳出科目（Ｐ22～Ｐ23） 8 款 7 項 1目 住宅管理費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

空き家等管理促進事業 20,653 10,909 31,562 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

県支出金            6,109 

一般財源            4,800 

 負担金補助及び交付金 

 10,909  

 

 

○空き家等管理促進事業 10,909 

【補正理由】 

空き家を活用した定住促進に係る補助金について、市の補助額に対する県の負担割合が

拡充されるとともに、申請者の増加が見込まれることから、所要額を増額するもの 

 

【補正内容】 

  ・歳入 

区 分 補正前 補正額 補正後 

県支出金 1,600 6,109 7,709 

 空き家利活用支援事業補助金 1,600 6,109 7,709 

 

  ・歳出 

区 分 補正前 補正額 補正後 

負担金補助及び交付金 16,645 10,909 27,554 

 空き家定住促進利活用補助金 4,200 8,003 12,203 

 定住促進生家等利活用補助金 3,400 2,906 6,306 

 

（参考）補助金の増額例 

申請者 
基礎額 

① 

市加算 

② 

拡充後 拡充前 

県加算 合計額 県加算 合計額 

空き家定住促進利活用

補助金 申請者Ａ 
500 100 600 1,200 300 900 

定住促進生家等利活用

補助金 申請者Ｂ 
500 200 700 1,400 350 1,050 

   ・基礎額…20 万円以上の改修費に対し 1/3 を補助（上限 50 万円） 

   ・市加算…子育て世帯、県外からの移住者などの場合に加算。 

   ・県加算…子育て世帯、県外からの移住者の場合に加算。拡充前は①＋②の合計額の 

1/2 を最大で加算。拡充後は①＋②の合計額を最大で加算。 
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